
 

 
 

報告第４号 

   市長の専決処分事項の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告します。 

  令和２年５月１１日提出 

佐野市長 岡 部 正 英   

  



 

 
 

専決第２号 

   損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和元年１０月２５日に佐野市赤坂町１４６番地７一般財団法人関東電気

保安協会佐野事業所で発生した物損事故に係る相手方の損害に対する市の義

務に属する損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分します。 

  令和２年３月２６日 

佐野市長 岡 部 正 英    

 

１ 損害賠償額  ５９,５３２円 

２ 和解内容 

   前項に定める損害賠償金を門の修繕費として支払い、今後本件に関し

て互いに裁判上又は裁判外において一切の異議及び請求の申立てをしな

い。 

３ 相手方の所在地、名称及び代表者 

   宇都宮市簗瀬町１７８４番地７ 

   一般財団法人関東電気保安協会 

   栃木事業本部長 小 林 伸 一 



 

 
 

専決第２号参考資料 

 事故の概要 

１ 事故の種類 物損事故 

２ 発生の日時 

  及び場所 

日時 令和元年１０月２５日 午前１０時３０分頃 

場所 佐野市赤坂町１４６番地７ 

   一般財団法人関東電気保安協会佐野事業所 

３ 発生時の状 

況 

ふれあい収集でのごみの収集後、市有自動車がＵターン

しようとした際、車両の右側後部が相手方の事業所の門

に接触した。  

４ 相 手 方 

所在地 宇都宮市簗瀬町１７８４番地７ 

名 称 一般財団法人関東電気保安協会 

代表者 栃木事業本部長 小 林 伸 一 

５ 損害の内容 

及び額 
門の修繕費 ５９,５３２円 

６ 和 解 日 令和２年３月２６日 

７ 略 図 
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